
善通寺市総務部総務課

No 担当部局等 物品又は役務の名称 契約内容 契約期間 契約相手方の選定基準及び決定方法
契約の
申込方法

契約の相手方 契約日 契約金額（円） 契約の相手方とした理由

記
載
例
○○課 ○○業務

○○の管理
○○の清掃

令和○年○月○日～
令和○年○月○日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

1 環境課 善通寺市斎場清掃業務委託 待合ホール、便所等の清掃
令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

2 環境課
善通寺市斎場庭園管理業務委
託

斎場庭園の樹木の剪定及び
草刈り

令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

3 環境課
斎場の使用（通夜・告別式）にお
ける施設管理業務委託

告別式場利用の場合におけ
る斎場の管理

令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

4 環境課 不法投棄等収集業務委託
不法投棄の防止パトロール
及び通報等による不法投棄
物の収集

令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

5 高齢者課
訪問生活支援事業実施業務委
託

訪問生活支援事業実施業務
令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

6 高齢者課 介護予防教室送迎業務委託 介護予防教室送迎業務
令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

7 農林課 公園緑地管理業務
公園の草刈、植替え、剪定等
の業務

令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

8 土木課
市道九頭神永井線外5線管理業
務

市道九頭神永井線外5線の
清掃

令和8年4月1日～
令和9年3月31日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

9 都市計画課
金蔵寺駅自転車駐輪場等放置
自転車管理業務

駐車方法の指導・啓発
令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

10 都市計画課 善通寺駅前広場等管理業務
駅前広場等の清掃、植栽管
理

令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

11 建築住宅課 簡易専用水道水質検査業務 水質検査
令和8年4月1日～
令和9年3月31日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

12 建築住宅課 市営住宅営繕等業務
市営住宅における維持管理
業務

令和8年4月1日～
令和9年3月31日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

13 生涯学習課
郷土館及び有岡古墳群等
案内業務

郷土館・有岡古墳群等の
案内

令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

14 生涯学習課 旧善通寺偕行社管理業務
旧善通寺偕行社の受付・
応対

令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

15 生涯学習課 美術館管理補助業務
美術館の受付・対応等管理
補助

令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

16 市民会館 市民会館駐車場管理業務 市民会館構内駐車場の管理
令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

17 生涯学習課 地区公民館管理補助業務
８地区公民館の受付・対応等
管理補助

令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

18 市民会館 市民会館駐車場管理業務 市民会館構内駐車場の管理
令和８年４月１日～
令和９年３月３１日

善通寺市内に所在し円滑に業務の履行が行える団体であること。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定によるシルバー
人材センターであること。
見積書の徴収による見積額が予定価格の範囲内であること。

見積書
提出

令和８年度　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の随意契約に関する発注見通し及び契約の締結状況

※公表時点の発注予定であり、変更する場合があります。

契約の発注見通し 契約の締結状況


